
告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
二
号 

 
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
第

七
〇
七
号 

埼
玉
県
第

六
九
二
号 

登

録 

番

号 

乾
燥

菌
体

肥
料 

混
合

有
機

質
肥
料 

肥

料

の 

種

類 

マ
モ
ー

ル
Ｘ 

園
芸
有

機
入
り

４
６
号 

肥
料
の

名

称 
窒
素
全
量 

五
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

三
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る

有

害

成

分

の

最

大

量

及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り 窒
素
全
量 

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

六
・
〇 

保

証

成

分

量

（
％
）
そ
の
他

の

規

格 

令
和
十
年

八
月
一
日 

令
和
十
年 

 

七
月
二
十

一
日 

登

録

の 

有
効
期
限 

ワ
イ
ケ
ー
マ
ッ
ク
ス

株
式

会
社  

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
桜
沢
六
百
六

十
三
番
地
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

朝
日
ア
グ
リ
ア
株
式

会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
渡
瀬
二
百
二
十
二

番
地 

生

産

業

者

の

氏

名 

又
は
名
称
及
び
住
所 

2550962b5b04de7be8d5e456222d9000



 

埼
玉
県
第 

六
二
二
号 

埼
玉
県
第

六
六
〇
号 

埼
玉
県
第

五
八
九
号 

肉
か
す
粉

末 乾
燥

菌
体

肥
料 

乾
燥

菌
体

肥
料 

 
１
０
・

０
肉
か

す 東
水
１

号 乾
燥
菌

体
肥
料

５
２
号 

窒
素
全
量 

十
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り 

窒
素
全
量 

五
・
五 

り
ん
酸
全
量 

一
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り 

窒
素
全
量 

五
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

二
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り 

令
和
十
三

年
十
一
月

五
日 

令
和
十
年

十
二
月
十

五
日 

令
和
十
年

十
月
五
日 

大
東
肥
料
株
式
会
社 

東
京
都
江
東
区
亀
戸

六
丁
目
四
十
九
番
十

二
号 

東
洋
水
産
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
港
南
二

丁
目
十
三
番
四
十
号 

朝
日
ア
グ
リ
ア
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
渡
瀬
二
百
二
十
二

番
地 
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